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午前９時 00 分開議 

 

○議長（川上  昇君） おはようございます。これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元にお配りしてあるとおりであります。 

 しばらく休憩します。全員、議員控え室に移動願います。 

 

午前９時 01 分休憩 

                                    

午前 10 時 05 分再開 

 

○議長（川上  昇君） 会議を再開します。休憩前に引き続き会議を続行します。 

日程第１、議 案 第 48 号 川南町番号法に基づく個人番号の利用に関する条例を定める

について、日程第２、議 案 第 49 号 川南町空家等対策の推進に関する条例を定めるにつ

いて、日程第３、議 案 第 50 号 川南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正について、日程第４、議 案 第 51 号 川南町証人等の実費弁償に

関する条例の一部改正について、日 程 第 ５ 、 議 案 第 52 号 川南町税条例の一部改正に

ついて、日 程 第 ６ 、 議 案 第 53 号 川南町営住宅管理条例の一部改正について 

以上、６議案を一括議題とします。本 ６ 議 案 は 、 所 管 事 項 別 に 各 常 任 委 員 会

に 付 託 さ れ て お り ま し た の で 、 各 常 任 委 員 長 の 報 告 を 求 め ま す 。    

ま ず 、 総 務 厚 生 常 任 委 員 長 の 報 告 を 求 め ま す 。  

○総務厚生常任委員長（税田  榮君）  総務厚生常任委員会における審査の経過及び結

果について御報告申し上げます。 

 12 月川南町議会定例会において総務厚生常任委員会に付託されました、議案について関

係課職員の出席を求め説明を受け慎重に審査しました、その結果について御報告いたします。 

議案第 48 号川南町番号法に基づく個人番号の利用に関する条例を定めるについては全員賛

成で可決です。 

この議案は、いわゆる番号法第９条第２項に基づき、必要な限度で個人番号を利用する

ことを目的として法律に規定されているもの以外に町独自の事務を規定するために制定する

ものです、審査の中で「どこの課が担当するのがいいか。」と質問があった、「主になる課

があり他の課も利用する、いわゆるマイナンバーは住民票についてくるので、町民健康課だ

ろう。」でした。「平成 28 年１月１日から始まるが規則（案）はできているか。」の質問

に対しては、「できている。」との返答でした。 

議案第 50 号川南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について。この議案は自治公民館運営委員の報酬月額２万円をなくすものです、いろん

な意見がでました、提案された議案の内容では、自治公民館として逆行になりはしないか、
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昔の分館に戻るのじゃないか、前の分館の時の方が人が集まった、運営委員は振興班長より

選任すればいいのではないか等です。審査の結果は全員賛成で可決です。 

議案第 52 号川南町税条例の一部改正について。この議案は地方分権を推進する観点から

徴税の猶予に関する規定の整備を行うものです。15 条の変更によりたばこの価格が４段階

に値上げになる、川南町でのたばこ税の収入は増えるか減るかの意見がありましたが不明と

のことです、納税方法の見直しをするとの説明でした。審査の結果は全員賛成で可決です。 

以上、報告致します。 

○議長（川上  昇君）  次 に 、 文 教 産 業 常 任 委 員 長 の 報 告 を 求 め ま す 。  

○文教産業常任委員長（内藤 逸子君） 文教産業常任委員会に付託されました議案につい

て、その審査経過と結果について御報告申し上げます。 

議案第 49 号については、「空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため」質

疑では、「空家等の等とは」についての質問があり、空家等とは、空き家の敷地内のブロッ

ク塀とか樹木との説明です。空家等の対策については、総合的に取組まないと解決しないの

では、との意見がありました。通浜の空き家について現地調査を行いましたが、急いで対策

を取らなければ、人の生命にも危害が及ぶものと感じました。討論はなく、全員賛成で可決

です。 

議案第 51 号、川南町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正については、農業協同組

合法等の一部を改正する法律の公布に伴う、条例の一部改正を行うものです。討論なし、全

員賛成で可決すべきものと決定しました。 

議案第 53 号、川南町営住宅管理条例の一部改正については、川南町営住宅管理条例施行

規則に定めていましたが、町営住宅の設置を川南町営住宅管理条例に定めるものです。併せ

て特別の理由が認められる場合（ＤＶ被害者や災害者等）は、連帯保証人の条件を緩和する

ものです。討論はなく全員賛成で可決すべきものと決定しました。以上、報告を致します。 

○議長（川上  昇君） 以上で、委員長報告を終ります。これから、委員長報告に対する

質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

念のため申し上げます。討論採決は議案ごとに行います。 

議案第 48 号、川南町番号法に基づく個人番号の利用に関する条例を定めるについて、 

討 論 は あ り ま せ ん か 。  

○議員（内藤 逸子君） 議案第 48 号、川南町番号法に基づく個人番号の利用に関する条

例を定めるについて、反対討論致します。 

マイナンバー制度を独自に利用するための条例案です。地方自治体の責務は、住民の福
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祉や暮らし、教育・安全をまもることです。国民一人一人に個人番号を付けて、個人の資産

など様々な情報を国が一括管理する制度です。税金や保険料の徴収強化、社会保障の給付削

減が最大の目的です。個人情報漏えいの危険性、より深刻なプライバシー侵害を招くことは

明らかです。 

個人番号の「通知カード」は、届くが「個人番号カード」の取得は任意であること。国

民にとってのメリットはほとんどないこと、莫大な費用や手間をかけて、国民のプライバ

シーを危険にさらす「マイナンバー制度」を導入するよりも、現在使っているシステムを活

用しながら、税と社会保障の分野での業務の効率化・適正化をはかり、町民の利便性を高め

るために、知恵と労力をつかうべきではないでしょうか。また、自分で個人番号の管理が難

しい障がい者など、社会的弱者の人権を無視するような制度はやめるべきで、反対です。 

以上、反対討論と致します。 

○議長（川上  昇君） ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君） これで討論を終ります。 

これから議案第 48 号について、採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

 本案は、委員長報告のとおり、即ち原案のとおり決定することに、賛成の方は、起立願い

ます。 

起立多数であります。 

 従 っ て 、 議 案 第 48 号 、 川南町番号法に基づく個人番号の利用に関する条例を定

めるについては 、 委 員 長 報 告 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

議 案 第 49 号 、 川南町空家等対策の推進に関する条例を定めるについて討 論 を 行

い ま す 。  

討論はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終ります。 

 これから議案第 49 号について、採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、委員長報告のとおり、即ち原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  

○議長（川上  昇君）  異議なしと認めます。 

従って、議案第 49 号、川南町空家等対策の推進に関する条例を定めるについては、委員

長報告のとおり可決されました。 

議 案 第 50 号 、 川南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
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の一部改正について討 論 を 行 い ま す 。  

討論はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終ります。 

これから議案第 50 号について、採決します。 

 お諮りします。 

 本 案 は 、 委 員 長 報 告 の と お り 、 即 ち 原 案 の と お り 決 定 す る こ と に 、

御 異 議 あ り ま せ ん か 。  

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  

○議長（川上  昇君）  異 議 な し と 認 め ま す 。  

従 っ て 、 議 案 第 50 号 、 川南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正については 、 委 員 長 報 告 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

議 案 第 51 号 、 川南町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について討 論 を 行

い ま す 。  

 討 論 は あ り ま せ ん か 。  

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  討 論 な し と 認 め ま す 。  

 こ れ で 討 論 を 終 り ま す 。  

 こ れ か ら 議 案 第 51 号 に つ い て 、 採 決 し ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。  

 本 案 は 、 委 員 長 報 告 の と お り 、 即 ち 原 案 の と お り 決 定 す る こ と に 、  

御 異 議 あ り ま せ ん か 。  

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  

○議長（川上  昇君）  異 議 な し と 認 め ま す 。  

従って、議案第 51 号、川南町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正については、委

員長報告のとおり可決されました。 

議案第 52 号、川南町税条例の一部改正について討論を行います。まず、原案に反対者の

発言を許します。 

○議員（内藤 逸子君） 議案第 52 号、川南町税条例の一部改正について、反対討論致し

ます。 

地方自治体の責務は、住民の福祉や暮らし、教育・安全をまもることです。「マイナン

バー制度の導入で、役場の仕事が大きく変化し、業務効率が上がる」といった「効果」が上

がるのでしょうか。国民一人一人に個人番号を付けて、個人の所得や資産など様々な情報を

国が一括管理する制度です。税金や保険料の徴収強化、社会保障の給付削減が最大の目的で
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す。個人情報漏えいの危険性、より深刻なプライバシー侵害を招くことは明らかです。 

個人番号の「通知カード」は、届くが「個人番号カード」の取得は任意であること。国

民にとってのメリットはほとんどないこと、莫大な費用や手間をかけて、国民のプライバ

シーを危険にさらす「マイナンバー制度」を導入する必要がないことから、マイナンバー制

度を利用するための今回の川南町税条例の一部改正には反対です。 

以上、反対討論といたします。 

○議長（川上  昇君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  これで討論を終わります。 

こ れ か ら 議 案 第 52 号 に つ い て 、 採 決 し ま す 。  

この採決は、起立によって行います。 

 本案は、委員長報告のとおり、即ち原案のとおり決定することに、賛成の方は、起立願い

ます。 

起立多数であります。 

従って、議案第 52 号、川南町税条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決さ

れました。 

○総務厚生常任委員長（税田  榮君） 総務厚生常任委員長報告のなかで、議案第 52 号

の川南町税条例の一部改正についてにですけど、この条が第 16 条の２で紙たばこの３級品

ということですので、訂正してお詫び申し上げます。 

○議長（川上  昇君）  議 案 第 53 号 、 川南町営住宅管理条例の一部改正について

討論を行います。  

 討論はありませんか。  

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終ります。 

 これから議案第 53 号について、採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、委員長報告のとおり、即ち原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  

○議長（川上  昇君）  異議なしと認めます。 

従って、議案第 53 号、川南町営住宅管理条例の一部改正については、委員長報告のとお

り可決されました。 

○議長（川上  昇君）  日程第７、議案第 54 号平成 27 年度川南町一般会計補正予算

（第３号）、日程第８、議案第 55 号平成 27 年度川南町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）、日程第９、議案第 56 号平成 27 年度川南町介護保険特別会計補正予算（第
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２号）、日程第 10、議案第 57 号平成 27 年度川南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

 以上、４議案を一括議題とします。 

本４議案は、所管事項別に各常任委員会に付託されておりましたので、各常任委員長の

報告を求めます。まず、総務厚生常任委員長の報告を求めます。 

○総務厚生常任委員長（税田  榮君）  議案第 54 号平成 27 年度川南町一般会計補正予

算(第３号)について御報告申し上げます。総務課関係では、ふるさと振興基金積立金 4300

万円の計上が主です。この 12 月においては１日 500 万のふるさと納税があり、計画以上と

の説明がありました。「川南町の納税の人気品は。」と問いがあり、「牛・豚・鶏等の肉製

品が一番」との事です。「納税する人は川南町に関係のある人か。」との問いには関係なく

納税があるそうです。インターネットでＰＲしているが電話での申し込みもあり、その人に

は納付書を送っているとの事です。 

町民健康課では、マイナンバー制度に伴う顔認証システム用機器一式の購入費 30 万 6000

円がありました。申請者本人として判別がつきにくい場合に使用するものです。マイナン

バーカードの更新は、大人 10 年、未成年者５年です。 

保健衛生総務費の負担金 80 万 5000 円は平成 26 年度夜間急病センターの利用が増えた為

です。「なぜ、増えたか」は「内科医ができたから。」の返答でした。 

福祉課では、老人福祉費 介護保険費 児童措置費 保育所費 母子福祉費とそれぞれ

審査いたしました。施設型給付に移行した幼稚園の増と川南幼稚園の一時預かり事業実施に

伴う増の 697 万 9000 円が主でした。いずれも説明で納得できる計上でした。 

税務課では軽自動車税が変わる事への説明でした。「平成 28 年度からは軽自動車の区分

け税が始まるがどのように変わるか。」の質問があり、「経過年数で税額が変わる。車種に

よっても変わる。」との返答があった。一例をあげると軽自動車税が 7,200 円から 10,800

円に貨物車が 4,000 円から 5,000 円になる。以上、審査した結果は全員賛成で可決です。 

 議案 55 号、平成 27 年度川南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第２号)、この議案は

健康管理システム導入業務委託費の一部が国民健康保険事業特別会計における交付金の対象

となる事から計上で、歳入歳出にそれぞれ 200 万円を追加し総額を歳入歳出 30 億 8920 万

8000 円とするものです。全員賛成で可決です。 

議案 56 号、平成 27 年度川南町介護保険特別会計補正予算(第２号)については、全員賛

成で可決です。この議案は、歳入歳出にそれぞれ 7695 万円を追加してその総額を歳入歳出

15 億 5432 万 3000 円とするものです。介護予防普及啓発事業費 25 万円というのがあり、

「これは何か。」の質問があった。筋力運動をするもので通称トレーニングベルトという物

を 100 セットで購入した。「男女兼用で利用は。」との問いに旧４区と旧 19 区とで啓発中

との返答でした。 

議案第 57 号、平成 27 年度川南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第 1 号)、この議案
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は総額から歳入歳出それぞれ 98 万 8000 円を減額し、歳入歳出の総額を１億 5969 万 8000 円

とするもので、保険基盤安定負担金の交付決定により減額するものです。歳入については一

般会計繰入金を 98 万 8000 円減とし歳出は広域連合納付金を 98 万 8000 円減とするものです。

意見はなく全員賛成で可決でした。以上、報告します。 

○議長（川上  昇君）  次 に 、 文 教 産 業 常 任 委 員 長 の 報 告 を 求 め ま す  

○文教産業常任委員長（内藤 逸子君）  議案第 54 号、平成 27 年度川南町一般会計補正

予算（第３号）については、歳入歳出予算の総額に、１億 6014 万 7000 円を追加し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ 79 億 7517 万 9000 円とするものです。 

文教産業常任委員会に付託された主なものでは、ふるさと納税に関わる特産品ＰＲ事業

費 8163 万円は、ふるさと納税が昨年度を大幅に上回ることが予想されるため予算計上する

ものです。 

農地中間管理事業費 1140 万円は、農地の賃貸借を行う農家や地域に対して補助するもの

です。契約面積 26 ヘクタール分の計上です。 

８月 25 日に接近した台風 15 号の影響により、高森地区ブロック積補修工事及び登り口

地区排水路補修工事の現地と県道都農・綾線及び県道尾鈴川南停車場線の歩道拡幅整備予定

地の現地調査を行いました。歩道拡幅によって児童の交通安全が図られ、長年地域町民や保

護者の声がようやく反映でき良かったとの意見がありました。 

債務負担行為について、学校給食共同調理場調理等業務委託について、反対討論すると

の申し出があり、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決定しました。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（川上  昇君）  以 上 で 、 委 員 長 報 告 を 終 り ま す 。  

こ れ か ら 、 委 員 長 報 告 に 対 す る 質 疑 を 行 い ま す 。  

 質 疑 は あ り ま せ ん か 。              

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  質疑なしと認めます。 

これで質疑を終ります。 

念のため申し上げます。討論・採決は、議案ごとに行います。 

議 案 第 54 号 、 平成 27 年度川南町一般会計補正予算（第３号）に つ い て 討 論 を

行 い ま す 。  

 討論はありませんか。  

○議員（内藤 逸子君）  議案第 54 号、平成 27 年度川南町一般会計補正予算（第３号）

について反対の立場から討論いたします。 

今回の補正予算のなかに、マイナンバー制度に対応させるための準備としての予算が計

上されています。税務職場、福祉職場等ではシステムの改修とか、マイナンバー記入を伴う

書類の変更等々業務上のさまざまな混乱についても心配です。情報漏えいの危険などの国民



平成27年第７回（12月）定例会（最終日） 

 106 

の心配が払しょくされないなかで、意図的に情報を盗み売る人間がいるというリスクがあり

ます。危険をなくすには制度の廃止以外にありません。債務負担行為補正のなかで１億

1406 万 6000 円が提案されています。 

学校給食調理業務は学校給食会の年次計画のもとに食事に係る状況にも敏感に対応して

運営される業務です。学校給食調理業務は町の給食計画、栄養士の献立方針、調理師の技能

が重なり合って完結する業務です。専門業種の請負（自治体用語では委託）とは区別され、

本来直接雇用で行われるべきもので企業との長期契約など無用な業務との立場から民間委託

には反対です。従って債務負担行為の計上がなされている、川南町一般会計補正予算（第

３号）について反対いたします。 

○議長（川上  昇君）  ほかに討論はありませんか。  

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  これで討論を終ります。 

 これから議案 54 号について採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、委員長報告のとおり、即ち原案のとおり決定することに、賛成の方は、起立願い

ます。 

起立多数であります。 

従って、議案第 54 号、平成 27 年度川南町一般会計補正予算（第３号）については、委

員長報告のとおり可決されました。 

○議長（川上  昇君） 議案第 55 号、平成 27 年度川南町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号）について、討論はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終ります。 

 これから議案第 55 号について、採決します。 

お諮りします。本案は、委員長報告のとおり、即ち原案のとおり決定することに、御異

議ありませんか。 

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  

○議長（川上  昇君）  異 議 な し と 認 め ま す 。 従 っ て 、 議 案 第 55 号 、

平成 27 年度川南町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）については、 委 員 長

報 告 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

○議長（川上  昇君）  議 案 第 56 号 、 平成 27 年度川南町介護保険特別会計補正

予算（第２号）に つ い て 討 論 を 行 い ま す 。  

 討 論 は あ り ま せ ん か 。  

〔「なし」という声あり〕 
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○議長（川上  昇君）  討 論 な し と 認 め ま す 。  

 こ れ で 討 論 を 終 り ま す 。  

 こ れ か ら 議 案 第 56 号 に つ い て 、 採 決 し ま す 。  

お 諮 り し ま す 。 本 案 は 、 委 員 長 報 告 の と お り 、 即 ち 原 案 の と お り 決

定 す る こ と に 御 異 議 あ り ま せ ん か 。  

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  

○議長（川上  昇君）  異 議 な し と 認 め ま す 。 従 っ て 、 議 案 第 56 号 、

平成 27 年度川南町介護保険特別会計補正予算（第２号）に つ い て は 、 委 員 長 報 告

の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

○議長（川上  昇君）  議 案 第 57 号 、 平成 27 年度川南町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）に つ い て 討 論 を 行 い ま す 。   

 討 論 は あ り ま せ ん か 。  

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  討 論 な し と 認 め ま す 。  

 こ れ で 討 論 を 終 り ま す 。  

 こ れ か ら 議 案 第 57 号 に つ い て 、 採 決 し ま す 。  

お 諮 り し ま す 。 本 案 は 、 委 員 長 報 告 の と お り 、 即 ち 原 案 の と お り 決

定 す る こ と に 、 御 異 議 あ り ま せ ん か 。  

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  

○議長（川上  昇君）  異 議 な し と 認 め ま す 。 従 っ て 、 議 案 第 57 号 、

平成 27 年度川南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に つ い て は 、 委 員 長

報 告 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

○ 議 長 （ 川 上   昇 君 ）  日 程 第 1 1、 同 意 第 ５ 号 教 育 長 の 任 命 につい

てを 議 題 と し ま す 。  

本 件 は 、 人 事 案 件 で あ り ま す の で 質 疑 討 論 を 省 略 し 、 直 ち に 採 決 に

入 り ま す 。 採 決 の 方 法 は 、 無 記 名 投 票 で 行 い ま す 。  

 議 場 の 出 入 り 口 を 閉 め ま す 。  

（ 議 場 を 閉 め る ）  

 た だ 今 の 出 席 議 員 は 、 12 名 で あ り ま す 。  

次 に 立 会 人 を 指 名 し ま す 。 会 議 規 則 第 32 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ っ て 立

会 人 に 、 安 藤 洋 之 君 及 び 林  光 政 君 を 指 名 し ま す 。  

 投 票 用 紙 を 配 り ま す 。  

(投 票 用 紙 の 配 布 ) 

 念 の た め 申 し 上 げ ま す 。 本 件 に 賛 成 の 方 は 「 賛 成 」 と 、 反 対 の 方 は

「 反 対 」 と 記 載 し て 投 票 を 願 い ま す 。  
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 な お 、 重 ね て 申 し 上 げ ま す 。 投 票 中 、 賛 否 を 表 明 し な い 投 票 及 び 賛

否 の 明 ら か で な い 投 票 は 、 会 議 規 則 第 83 条 の 規 定 に よ り 「 反 対 」 と

み な し ま す 。  

投 票 用 紙 の 配 布 漏 れ は あ り ま せ ん か 。  

(配 布 漏 れ な し ) 

配 布 漏 れ な し と 認 め ま す 。  

投 票 箱 を 点 検 し ま す 。  

(投 票 箱 を 点 検 ) 

異 常 な し と 認 め ま す 。  

 た だ 今 か ら 投 票 を 行 い ま す 。 順 次 投 票 願 い ま す 。  

(  投  票  )  

投 票 漏 れ は あ り ま せ ん か 。  

(  な  し  ) 

投 票 漏 れ な し と 認 め ま す 。 投 票 を 終 わ り ま す 。  

こ れ か ら 開 票 を 行 い ま す 。 安 藤 洋 之 君 及 び 林  光 政 君 、 開 票 の 立 会

を お 願 い し ま す 。  

(  開  票  )  

投 票 の 結 果 を 報 告 し ま す 。   

投 票 総 数 12 票 、 そ の う ち 、 賛 成 11 票 、 反 対 １ 票 、 以 上 の と お り 、

賛 成 が 多 数 で あ り ま す 。  

 従 っ て 、 同 意 第 ５ 号 、 教 育 長 の 任 命 に つ い て は 、 こ れ に 同 意 す る こ

と に 決 定 し ま し た 。  

議 場 の 出 入 口 を 開 き ま す 。  

こ こ で 、 教育長に任命されました木村 誠君より、発言の申し出がありますので、こ

れを許可します。 

○教育長（木村  誠君） 御同意いただいてありがとうございます。議員の皆さんも御承

知のとおり、本町では、昨年８月に川南町教育振興基本計画を策定し、ふるさと川南を愛し、

未来を拓く、心豊かでたくましい川南の人づくりを目指して取り組んでいるところでありま

す。    

今年度から、教育委員会制度が改正されまして、町長と教育委員会６人によります総合

協議会が設立されました。第１回目の会議で、教育の振興に関する施策の大綱は、川南町教

育振興基本計画をもって変える、これも決議されました。私はこの大綱、川南町教育振興基

本計画の推進によりまして、将来町民にとって明るいものとなることを望んでおり、その果

たすべき役割と責任の重さも十分承知しております。ただ、先ほども申しましたけれども、

今年度から、教育委員会制度が改正され、12 月 26 日からは、これまでの教育委員長と教育
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長の職務を併せ持つ立場になりますので、より責任が重くなります。微力ではありますが与

えられた期間、川南の教育のため、全力で職務を全うしていく所存でありますので、議員の

皆さまの御指導御助言をよろしくお願いいたします。以上、簡単ですけれども、挨拶にかえ

させていただきます。 

○議長（川上  昇君） 日程第 12、同意第６号固定資産評価員の選任についてを議題と

します。 

本件は、人事案件でありますので質疑・討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

 これから同意第６号について、採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

 本件については、同意することに、賛成の方は、起立願います。 

起 立 多 数 で あ り ま す 。  

従 っ て 、 同 意 第 ６ 号 、 固 定 資 産 評 価 員 の 選 任 に つ い て は 、 同 意 す る

こ と に 決 定 さ れ ま し た 。  

○ 議 長 （ 川 上   昇 君 ）  日 程 第 13、 選 挙 第 １ 号 川 南 町 選 挙 管 理 委

員 会 委 員 及 び 同 補 充 員 の 選 挙 を 行 い ま す 。  

 現 在 の 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 及 び 同 補 充 員 の 任 期 が 、 12 月 2 2 日 で 満

了 す る 旨 、 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長 か ら 通 知 を 受 け ま し た の で 、 地 方 自

治 法 第 18 2 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 選 挙 を 行 う も の で す 。 な

お 、 定 数 は 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 、 同 補 充 員 と も に ４ 名 で あ り ま す 。  

 お 諮 り い た し ま す 。 選 挙 の 方 法 に つ い て は 、 地 方 自 治 法 第 11 8 条 第

２ 項 の 規 定 に よ っ て 、 指 名 推 薦 に し た い と 思 い ま す が 、 御 異 議 あ り ま

せ ん か 。  

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  

○議長（川上  昇君）  異 議 な し と 認 め ま す 。   

 従 っ て 、 選 挙 の 方 法 は 、 指 名 推 薦 で 行 う こ と に 決 定 し ま し た 。  

 お 諮 り い た し ま す 。 指 名 の 方 法 に つ い て は 、 議 長 が 指 名 す る こ と に

し た い と 思 い ま す 。 御 異 議 あ り ま せ ん か 。  

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  

○議長（川上  昇君）  異 議 な し と 認 め ま す 。  

従 っ て 、 議 長 が 指 名 す る こ と に 決 定 し ま し た 。  

選 挙 管 理 委 員 会 委 員 に は 、 永 田 雄 三 君 、 黒 木 義 敬 君 、 押 川 文 男 君 、

大 山 喜 美 子 君 、 以 上 の 方 を 指 名 い た し ま す 。  

 お 諮 り い た し ま す 。 た だ 今 、 議 長 が 指 名 し た 方 を 選 挙 管 理 委 員 会 委

員 の 当 選 人 と 定 め る こ と に 、 御 異 議 あ り ま せ ん か 。  

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  
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○議長（川上  昇君）  異 議 な し と 認 め ま す 。 従 っ て 、 た だ 今 指 名 い た

し ま し た 永 田 雄 三 君 、 黒 木 義 敬 君 、 押 川 文 男 君 、 大 山 喜 美 子 君 、 以 上

の 方 が 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 に 当 選 さ れ ま し た 。  

次 に 、 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 補 充 員 を 指 名 い た し ま す 。 第 一 順 位 、 永

友 政 満 君 、 第 二 順 位 、 是 澤 京 子 君 、 第 三 順 位 、 松 本 義 幸 君 、 第 四 順 位 、

永 友 鐵 雄 君 、 以 上 の 方 を 指 名 い た し ま す 。  

 お 諮 り い た し ま す 。 た だ 今 、 議 長 が 指 名 し た 方 を 選 挙 管 理 委 員 会 委

員 補 充 員 の 当 選 人 と 定 め る こ と に 、 御 異 議 あ り ま せ ん か 。  

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  

○議長（川上  昇君）  異 議 な し と 認 め ま す 。 従 っ て 、 た だ 今 指 名 い た

し ま し た 、 第 一 順 位 、 永 友 政 満 君 、 第 二 順 位 、 是 澤 京 子 君 、 第 三 順 位 、

松 本 義 幸 君 、 第 四 順 位 、 永 友 鐵 雄 君 、 以 上 の 方 が 選 挙 管 理 委 員 会 委 員

補 充 員 に 当 選 さ れ ま し た 。  

 た だ 今 、 当 選 さ れ ま し た 方 に は 、 議 長 か ら 文 書 を も っ て 当 選 の 告 知

を い た し ま す 。  

○ 議 長 （ 川 上   昇 君 ）  日 程 第 1 4、 発 議 第 ５ 号 森 林 吸 収 源 対 策 の

財 源 確 保 を 求 め る 意 見 書 に つ い て を 議 題 と し ま す 。  

 朗 読 は 省 略 し ま す 。  

提 出 者 か ら の 趣 旨 説 明 を 求 め ま す 。  

○ 議 員 （ 内 藤  逸 子 君 ）  発 議 第 ５ 号 森 林 吸 収 源 対 策 の 財 源 確 保 を 求

め る 意 見 書 に つ い て 、 その趣旨説明を行います。 

なお、お手元に配布しております決議書を朗読して、趣旨説明といたします。 

 

「森林吸収源対策の財源確保を求める意見書案」 

 

 我が国の森林は国土の７割を占め、国土保全、地域温暖化防止等多面的な機能を有してお

り、国民全体に様々な恩恵をもたらしている。これらの機能を十全に果たすためには、間伐

や再造林などの森林整備を着実に実施する必要がある。 

 特に、地球温暖化防止については、省エネが進む我が国にとって、排出削減策の推進とと

もに、森林による吸収量の確保が極めて重要な役割を果たしている。 

 森林吸収源対策として、間伐等の森林整備と生産される木材を利用することは、京都議定

書第２約束期間における我が国の目標である、2020 年度の森林吸収量マイナス 2.8％以上

（2005 年度比）の確保に直接つながること、生産された木材をバイオマスエネルギーとし

て利用し化石燃料を代替することで、温室効果ガスの排出削減にも貢献すること、の両面の

効果がある。 
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 加えて、森林の整備を進め、木材を積極的に利用して林業を成長産業化していくことは、

国土保全などの森林の公益的機能の発揮のみならず、山村地域を中心とする雇用・所得の拡

大による地方創生にも大きく貢献するものである。 

 以上のことから、下記の実現を強く要請する。 

 

記 

 

１ 森林整備や木材利用などの森林吸収源対策は、地球温暖化対策の重要な柱であるととも

に、地方創生にも大きく貢献することから、その安定した財源の充実・強化のための制度を

速やかに構築すること。 

２ 上記の安定した財源が確保されるまでの間の財政面での対応等として、28 年度当初予

算及び 27 年度補正予算において、森林整備・木材利用等の推進のための予算を十分に確保

すること。 

 

 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

 平成 27 年 12 月 14 日 

 

宮崎県川南町議会 

 

 

衆 議 院 議 長 大島 理森 殿 

参 議 院 議 長 山崎 正昭 殿 

内 閣 総 理 大 臣 安倍 晋三 殿 

財 務 大 臣 麻生 太郎 殿 

農 林 水 産 大 臣 森山  裕 殿 

内 閣 官 房 長 官 菅  義偉 殿 

地方創生担当大臣 石破  茂 殿 

 

以上のとおりでありますので、各議員の賛同を得て、ご決定いただきますようお願い申

し上げます。 

○議長（川上  昇君）  以上で、趣旨説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 
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○議長（川上  昇君）  質 疑 な し と 認 め ま す 。  

 こ れ で 質 疑 を 終 わ り ま す 。  

発 議 第 ５ 号 、 森 林 吸 収 源 対 策 の 財 源 確 保 を 求 め る 意 見 書 に つ い て 討

論 を 行 い ま す 。  

 討 論 は あ り ま せ ん か 。  

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  討 論 な し と 認 め ま す 。  

 こ れ で 討 論 を 終 り ま す 。  

こ れ か ら 発 議 第 ５ 号 に つ い て 、 採 決 し ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。 本 案 は 、 原 案 の と お り 決 定 す る こ と に 、 御 異 議 あ り

ま せ ん か 。  

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  

○議長（川上  昇君）  異 議 な し と 認 め ま す 。  

従 っ て 、 発 議 第 ５ 号 森 林 吸 収 源 対 策 の 財 源 確 保 を 求 め る 意 見 書 に つ

い て は 、 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

お 諮 り し ま す 。 た だ い ま 可 決 さ れ ま し た 意 見 書 の 取 り 扱 い に つ い て

は 、 議 長 一 任 願 い た い と 思 い ま す が 、 こ れ に 御 異 議 あ り ま せ ん か 。  

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  

○議長（川上  昇君）  異 議 な し と 認 め ま す 。 従 っ て 、 意 見 書 の 取 り 扱

い に つ い て は 、 議 長 一 任 す る こ と に 決 定 し ま し た 。  

○ 議 長 （ 川 上   昇 君 ）  日 程 第 1 5、 請 願 第 ４ 号 川内原発再稼働について

公開住民説明会を求める請願書を議 題 と し ま す 。  

 本 請 願 は 、 文 教 産 業 常 任 委 員 会 に 付 託 さ れ て お り ま し た の で 、 文 教

産 業 常 任 委 員 長 の 報 告 を 求 め ま す 。  

○ 文 教 産 業 常 任 委 員 長 （ 内 藤  逸 子 君 ）  文 教 産 業 常 任 委 員 会 に ９ 月

議 会 で 付 託 さ れ 、 継 続 審 査 に な っ て い た ま し た 川 内 原 発 再 稼 働 に つ い

て の 公 開 住 民 説 明 会 を 求 め る 請 願 に つ い て 、 そ の 審 査 経 過 と 結 果 に つ

い て 御 報 告 申 し 上 げ ま す 。 請 願 原 案 は 、 賛 成 少 数 で 否 決 と 決 定 し ま し

た 。 反 対 意 見 は 、 す で に 10 月 に 再 稼 働 さ れ て い る こ と か ら 反 対 で あ

る こ と 。 九 電 が 議 会 に 対 し て 説 明 が で き る の で あ れ ば 、 そ れ は 受 け た

い と の こ と で し た 。 賛 成 意 見 は 、 福 島 第 一 原 発 過 酷 事 故 は ４ 年 た っ て

も 11 万 人 も の 人 た ち が ふ る さ と に 帰 れ な い 現 実 が あ る 。 川 内 １ 号 機

は 反 対 が ６ 割 を 超 え て い る の に 再 稼 働 さ れ 、 ２ 号 機 も 10 月 に 再 稼 働

さ れ た 。 田 中 規 制 委 員 長 は 「 基 準 の 適 合 性 は 審 査 し た が 、 安 全 だ と い

う こ と は 、 私 は 申 し 上 げ ら れ ま せ ん 。 」 と 述 べ て い る 。 内 閣 の 原 子 力
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委 員 長 は 、 最 大 避 難 区 域 は 原 発 か ら 20 0 キ ロ と し て い る 。 川 南 町 は  

1 3 6 キ ロ だ か ら 事 故 で は 放 射 能 の 影 響 が あ る の で 、 公 開 住 民 説 明 会 を

開 催 し て ほ し い と の 意 見 で す 。 以 上 、 報 告 致 し ま す 。  

○ 議 長 （ 川 上   昇 君 ）  以 上 で 、 委 員 長 報 告 を 終 り ま す 。  

 こ れ か ら 、 委 員 長 報 告 に 対 す る 質 疑 を 行 い ま す 。  

質 疑 は あ り ま せ ん か 。  

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  質 疑 な し と 認 め ま す 。  

こ れ で 質 疑 を 終 り ま す 。   

○ 議 長 （ 川 上   昇 君 ）   請 願 第 ４ 号 、 川内原発再稼働について公開住民

説明会を求める請願書に つ い て 討 論 を 行 い ま す 。 討 論 は あ り ま せ ん か 。  

○ 議 員 （ 内 藤  逸 子 君 ）  川内原発再稼働についての公開住民説明会を求める請願

について、賛成の立場から討論いたします。 

請願は、九州電力川内発電所の再稼働を前に、公開の住民説明会を開催することを求め

たものです。川内原発の風下にある宮崎県は、重大事故が起これば被爆のリスクにさらされ、

川南町は 136 キロです。九電の社会的説明責任として、川内原発第２号機の再稼働前に、川

南町で公開住民説明会を求めたものです。 

川内原発２号機再稼働は、1985 年（昭和 60 年）の営業運転開始から一度も、三基ある蒸

気発生器を交換していない。三千本を超す直径２センチ余りの細管を備え、放射性物質を含

む高温高圧の水が流れる。加圧水型炉特有のこの機器は「加圧水型のアキレスけん」と言わ

れ、運転から 30 年となる２号機は老朽化の懸念が指摘されています。 

すでに 10 月に再稼働されていますが、これまでに九電は、「あらゆる機会を使い、対話

という形で説明していきたい」と報道されています。住民説明会は、当然ではないでしょう

か。   以上、賛成討論と致します。 

○ 議 長 （ 川 上   昇 君 ）  ほ か に 討 論 は あ り ま せ ん か 。  

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  こ れ で 討 論 を 終 り ま す 。  

こ れ か ら 請 願 第 ４ 号 に つ い て 、 採 決 し ま す 。  

こ の 採 決 は 、 起 立 に よ っ て 行 い ま す 。  

た だ 今 の 委 員 長 報 告 は 、 不 採 択 で あ り ま す 。 こ の 請 願 は 、 委 員 長 報

告 の と お り 決 定 す る こ と に 賛 成 の 方 は 、 起 立 願 い ま す 。  

起 立 多 数 で あ り ま す 。  

従 っ て 、 請 願 第 ４ 号 川内原発再稼働について公開住民説明会を求める請願書は 、  

委 員 長 報 告 の と お り 不 採 択 す る こ と に 決 定 さ れ ま し た 。  

○ 議 長 （ 川 上   昇 君 ）  日 程 第 16、 請 願 第 ５ 号 治安維持法犠牲者への謝
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罪と賠償を求める意見書採択の請願を議 題 と し ま す 。 本 請 願 は 、 総 務 厚 生 常 任

委 員 会 に 付 託 さ れ て お り ま し た の で 、 総 務 厚 生 常 任 委 員 長 の 報 告 を 求

め ま す 。  

○ 総 務 厚 生 常 任 委 員 長 （ 税 田   榮 君 ）  総務厚生常任委員会に付託されま

した、治安維持法犠牲者への謝罪と賠償を求める意見書採択の請願について御報告申し上げ

ます。 

出された請願への意見として、国家賠償法で対応すべきものではないか、地方議会の権

限事項に属さない案件である、また町議会において実現可能な請願として適さないなどの意

見があり、採決の結果、全員反対で不採択です。以上、報告します。 

○議長（川上  昇君） 以上で、委員長報告を終ります。 

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  質 疑 な し と 認 め ま す 。  

 こ れ で 質 疑 を 終 り ま す 。   

○ 議 長 （ 川 上   昇 君 ）  請 願 第 ５ 号 、 治安維持法犠牲者への謝罪と賠償を求

める意見書採択の請願に つ い て 、 討 論 を 行 い ま す 。   

 討 論 は あ り ま せ ん か  

○ 議 員 （ 内 藤  逸 子 君 ）  請 願 第 ５ 号 、 治安維持法犠牲者への謝罪と賠償を求

める意見書採択の請願について、賛成の立場から討論いたします。 

請願の内容は、「ふたたび戦争と暗黒政治をゆるさない」とたたかっている治安維持法

犠牲者国家賠償要求同盟からの請願です。侵略戦争の反省をしない日本政府です。政府に対

し、あの戦争は誤っていたことを認めさせ、歴史認識を正す運動です。 

 生存者は 40 人を割り、高齢になっています。一日も早い名誉回復・謝罪と国家賠償を求

めて日本全国の地方自治体のうち、これまで政令市・札幌市議会をはじめ 402 議会では、党

派・思想信条の違いを超えて「意見書」が国に対して提出されています。 

 1968（昭和 43）年の国連総会において「戦争犯罪及び人道に反する時効不適用条約」可

決成立、1970 年発効しました。この条約によって国際法上戦争犯罪及び人道に反する犯罪

には時効が存在しないとされました。「昔のことで仕方がなかった」ではなく、「過去に目

を閉ざす者は現在にも盲目となる」というワインゼッカー元ドイツ大統領の演説で有名です

が、ドイツは徹底して過去と向き合ってきました。私は今をしっかり向き合いたいと思い、

賛成討論と致します。 

○ 議 長 （ 川 上   昇 君 ）  ほ か に 討 論 は あ り ま せ ん か 。  

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  こ れ で 討 論 を 終 り ま す 。  
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こ れ か ら 請 願 第 ５ 号 に つ い て 、 採 決 し ま す 。 こ の 採 決 は 、 起 立 に よ

っ て 行 い ま す 。 た だ 今 の 委 員 長 報 告 は 、 不 採 択 で あ り ま す 。 こ の 請 願

は 、 委 員 長 報 告 の と お り 、 決 定 す る こ と に 、 賛 成 の 方 は 、 起 立 願 い ま

す 。  

起 立 多 数 で あ り ま す 。  

従 っ て 、 請 願 第 ５ 号 治安維持法犠牲者への謝罪と賠償を求める意見書採択の請願

は 、 委 員 長 報 告 の と お り 不 採 択 す る こ と に 決 定 さ れ ま し た 。  

○ 議 長 （ 川 上   昇 君 ）  日 程 第 17、 請 願 第 ６ 号 介護報酬の再改定を求め

る意見書の提出を求める請願を議 題 と し ま す 。  

 本 請 願 は 、 総 務 厚 生 常 任 委 員 会 に 付 託 さ れ て お り ま し た の で 、 総 務

厚 生 常 任 委 員 長 の 報 告 を 求 め ま す 。  

○ 総 務 厚 生 常 任 委 員 長 （ 税 田   榮 君 ）  総務厚生常任委員会に付託されま

した、介護報酬の再改定を求める意見書の提出を求める請願について御報告申し上げます。 

 現時点においては介護報酬の改定から間が無い状況下であるため、慎重に経過を見るべき

ではないか、との意見があり、採決の結果、全員反対で不採択です。以上、報告します。 

○議長（川上  昇君） 以上で、委員長報告を終ります。 

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  質 疑 な し と 認 め ま す 。  

こ れ で 質 疑 を 終 わ り ま す 。  

○議長（川上  昇君） 請願第６号、介護報酬の再改定を求める意見書の提出を求める請

願について、討論を行います。  

 討論はありませんか。 

○ 議 員 （ 内 藤  逸 子 君 ）  介護報酬の再改定を求める意見書の提出を求める請願に

ついて、賛成の立場から討論いたします。 

 今年の４月から介護保険制度始まって以来の見直しがおこなわれ、同時に介護従事者に支

払われる「介護報酬」は、マイナス 2.27％の切り下げがおこなわれました。各自治体の第

六期介護保険事業計画が実施され、第一号介護保険料改定もおこなわれています。介護保険

制度は 2000 年にスタートし、15 年が経過しました。「みんなで支える老後に安心」を合言

葉に、介護保険料を払うかわりにいざというときには公的介護保険制度で、十分な介護が受

けられるはずでした。 

 しかし、15 年たったいま、要介護高齢者をめぐる状況はけっして安心できるものとなっ

ていません。 

第一に、家族の「介護負担」は依然として重いことです。家族の介護のために仕事を辞
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める「介護退職」は毎年 10 万人以上にのぼっています。悲しい「介護心中」｢介護殺人｣も

日本のどこかで起きています。 

 介護労働者は、全産業平均より９万円も月額賃金が低く、人材確保が困難となっています。 

私の同級生も本来なら定年を過ぎて仕事を辞めたいけれども、若い職員がすぐにやめて夜勤

をする人がいないので働いてくれと頼まれ、入所者さんの顔を見ていると辞められんと言っ

ています。 

 介護事業者と介護労働者が充実したサービスを提供できるよう、介護報酬の再改定を実施

することを求める意見書を提出することを求めまして賛成討論と致します。 

○ 議 長 （ 川 上  昇 君 ）  ほ か に 討 論 は あ り ま せ ん か 。  

〔「なし」という声あり〕 

○議長（川上  昇君）  こ れ で 討 論 を 終 り ま す 。  

こ れ か ら 請 願 第 ６ 号 に つ い て 、 採 決 し ま す 。 こ の 採 決 は 、 起 立 に よ

っ て 行 い ま す 。 た だ 今 の 委 員 長 報 告 は 、 不 採 択 で あ り ま す 。 こ の 請 願

は 、 委 員 長 報 告 の と お り 、 決 定 す る こ と に 、 賛 成 の 方 は 、 起 立 願 い ま

す 。  

起 立 多 数 で あ り ま す 。  

従 っ て 、 請 願 第 ６ 号 介護報酬の再改定を求める意見書の提出を求める請願は 、

委 員 長 報 告 の と お り 不 採 択 す る こ と に 決 定 さ れ ま し た 。  

○ 議 長 （ 川 上   昇 君 ）  日 程 第 18、 議 員 派 遣 の 件 に つ い て を 議 題

と し ま す 。 本 件 に つ き ま し て は 、 川 南 町 議 会 会 議 規 則 第 12 7 条 の 規 定

に よ り 、 お 手 元 に 配 布 し ま し た 議 員 派 遣 の と お り 決 定 を し た い と 思 い

ま す が 、 御 異 議 あ り ま せ ん か 。  

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  

○議長（川上  昇君）  異 議 な し と 認 め ま す 。  

従 っ て 、 お 手 元 に 配 布 い た し ま し た 議 員 派 遣 の と お り 、 決 定 を い た

し ま し た 。  

○ 議 長 （ 川 上   昇 君 ）  日 程 第 19、 閉 会 中 に お け る 議 会 広 報 編 集

特 別 委 員 会 活 動 の 件 を 議 題 と し ま す 。 本 件 に つ き ま し て は 、 閉 会 中 の

諸 活 動 を 認 め た い と 思 い ま す が 、 こ れ に 御 異 議 あ り ま せ ん か 。  

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  

○議長（川上  昇君）  異 議 な し と 認 め ま す 。  

従 っ て 、 閉 会 中 に お け る 議 会 広 報 編 集 特 別 委 員 会 の 諸 活 動 を 認 め る

こ と に 決 定 し ま し た 。  

○ 議 長 （ 川 上   昇 君 ）  日 程 第 20、 議 会 運 営 委 員 会 の 閉 会 中 の 所

掌 事 務 調 査 の 件 を 議 題 と し ま す 。 議 会 運 営 委 員 長 か ら 、 会 議 規 則 第
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7 4 条 の 規 定 に よ り 、 閉 会 中 の 継 続 審 査 の 申 出 が あ り ま す 。  

 お 諮 り し ま す 。 委 員 長 か ら の 申 出 の と お り 、 閉 会 中 の 継 続 審 査 と す

る こ と に 御 異 議 あ り ま せ ん か 。  

〔 「 異 議 な し 」 の 声 あ り 〕  

○議長（川上  昇君）  異 議 が な い の で 、 そ の よ う に 決 定 し ま し た 。  

 以 上 で 、 本 日 の 日 程 は 、 全 部 終 了 し ま し た 。 こ れ で 、 平 成 27 年 第

７ 回 川 南 町 議 会 定 例 会 を 閉 会 し ま す 。 お つ か れ さ ま で し た 。  

 

午前 11 時 07 分閉会 

────────────────────────────── 

 


